
気候変動ウェビナーシリーズ 

正しいクレジット活用のススメ       

〜第 1 回－第 7 回まとめ〜
2021 年 9 月 17 日 

質問と回答 

当日視聴者の皆様から頂きました質問に登壇者が回答いたします。 
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質問 1 排出量取引は、クレジット取引の⼀つ、と整理できますでしょうか。 

回答 1 排出量取引制度とは、政府により排出量に関し、上限（キャップ）が設定さ
れ、制度対象となる排出主体が、必要に応じて、市場で排出枠を取引する制度
です。クレジット取引とは異なります。 

質問 2 ⾃主的炭素市場を通じた、⺠間企業のカーボンニュートラル達成と、各国の
NDC 達成は何らかの関係があるのでしょうか︖例えば、日本の企業がクレジッ
トを⾃主的市場において海外から購入した場合、日本の NDC に反映される可能
性はあるでしょうか︖

回答 2 日本企業が海外から⾃主的炭素市場で獲得したクレジットは、日本の NDC の達
成には反映されないと考えています。 

質問 3 EU タクソノミーとの関係についても整理していただけるとありがたいです。 

回答 3 EU タクソノミーと炭素市場の関係について、EU タクソノミーが適用される⾦
融市場参加者、また事業会社が⾏う事業に対して制限が出た場合、炭素市場で
対象となるクレジットやプロジェクトにも制限が出てくる可能性があると考え
ています。 

質問 4 7 ページの件数はどうやってカウントされるのでしょうか。国や地域の合計には
なっていないので。 

回答 4 世界で導入されているカーボンプライシングを国・地域別で分けずにカウント
しています。つまり地域で導入されているもの制度も 1 つとしてカウントして
います。 

質問 5 2019 年に先進国でカーボンプライシングが急増している理由は何でしょうか 

回答 5 2019 年カナダの州、準州で 8 つの制度が導入されたためです。 

質問 6 経済産業省が日本で炭素市場をつくるために「トップリーグ構想」を発表し
て、産業界にアプローチしていますが、4 ページではどこに位置づけすることを
狙っているのでしょうか。またこの構想がうまく⾏くためのポイントは何だと
思われますか。 

回答 6 トップリーグ構想について、詳細は今後明らかになると思いますが、企業など
によるカーボンニュートラル達成に貢献することを目的に検討されていると理
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解しています。企業による⾃主的な目標設定が求められると想定しています。
取引の流動性を高めるためには、目標設定のレベルが鍵となるかと思います。 

 
質問 7 COP26 で議論される相当調整ですが、対象となるクレジットはどんな種類なの

でしょうか。ETS の削減クレジットも将来的には国際取引とかありえるのでし
ょうか。 

回答 7 相当調整の対象となる ITMOs（国際的に緩和された成果︓Internationally 
Transferred Mitigation Outcomes）は、二国間で実施した削減プロジェクト
から⽣じるクレジット（例えば二国間クレジット制度のクレジット）や、⾃主
的炭素市場のクレジット、また、排出量取引制度において取引される排出枠も
含まれることが想定されます。 

 
質問 8 ICP の値段はどうやって算出しているのでしょう︖各企業の限界削減費用なの

でしょうか︖ 

回答 8 外部の価格、同業他社の価格、社内で過去の意思決定に影響を与えた価格、限
界削減費用など複数の方法があります。 
 
インターナルカーボンプライシング活用ガイドラインを参照ください。 
https://www.env.go.jp/press/ICP_guide_rev.pdf 

 
質問９ ICP ですが、ある意味個別の企業が企業内で基準を勝手に決めて進めるという

ものでしょうか。現状の排出量や、CO2 の価格も、各企業が独⾃の考えで打ち
出すものでしょうか。 

回答９ 企業が個別にそれぞれの削減計画に従って、ICP を決定します。 
 
質問 10 J クレジットの位置付けは政府のカーボンプライシング市場構築はどの様な関係

となるのでしょうか 

回答 10 日本国内では、カーボンプライシングのオプションの⼀つとしてクレジット取
引が検討されています。J-クレジットはクレジット取引を推進していく中で、ク
レジットを創出・供給する役割を担います。 

 
質問 11 環境優等⽣の企業をあつめたトップリーグで⾃主的 ETS を実施した場合、クレ

ジット創出側ばかりで買う企業がでてこないのでは︖と思うのですがどうなの
でしょうか。 
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回答 11 企業による⾃主的な目標を設定することが求められることが想定され、取引の
流動性を高めるためには、目標設定のレベルが鍵となるかと思います。 

 
質問 12 炭素税について、既存の温対税を拡充されるイメージでしょうか。それとも新

たに（別途）制度が作られるのでしょうか。 

回答 12 今後、政府の下で開催される委員会や研究会における議論次第かと思います。
仮に、新規の炭素税を導入するということであれば、時間を要します。早期導
入を目指すことを優先するのであれば、既存の温対税を拡充することが想定さ
れます。 

 
質問 13 東京都等で既に⾏われている排出量取引と新しい仕組みはどう整理されていく

のでしょうか。 

回答 13 国レベルで排出量取引制度を導入する場合、東京都や埼⽟県で実施されている
排出量取引制度と対象企業が重複しないよう制度設計で考慮することが必要に
なります。 

 
質問 14 カーボンプライシングのメインはスコープ１・２でしょうか︖それともスコー

プ３も対象になりますか︖ 

回答 14 海外で既に導入されているカーボンプライシングは、スコープ１・２が中心と
なっています。 

 
質問 15 炭酸ガス排出量は製造業が多いとの理解ですが、実際に ICP 含めカーボンニュ

ートラルにむけた取り組みを進めているのは、（企業数データのみではなく）
どのような業種企業が多いのでしょうか。また、製造業も含まれているのであ
れば、川上、川中、川下、のどの部分の企業が多いのでしょうか。 

回答 15 日本国内では、製造業の他、バイオ関連、食品・農業、素材、発電、小売り、
サービス業など様々な業種の企業が ICP を導入しています。 

 
質問 16 政府がトップリーグと⼀緒に検討している排出削減価値取引市場には J-クレジ

ット、CDM、海外ボランタリークレジット、非化石証書も含まれていますが、
日本政府が運営管理者となって例えばオンライン Exchage を作る予定なのでし
ょうか︖よろしくお願い申し上げます。 

回答 16 今後、「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり
方に関する研究会」で検討していくものと考えています。 

4



 

 

 

 

 
質問 17 GHG インベントリを報告していない国へのアカウンティング手法の技術移転な

ど報告の拡⼤を図る取り組みはされていますでしょうか︖ 

回答 17 パリ協定第 6 条に参加する国は、インベントリを整備していることが求められ
ます。また、6 条に参加する国は、適切なアカウンティングを⾏うためにクレジ
ットの報告が求められます。特に途上国は、インベントリや報告プロセスに関
する知⾒が不⾜しており、IGES はパリ協定第 6 条において求められる報告やア
カウンティングについて、JCM パートナー国を対象に能⼒開発事業を⾏ってい
ます。 
 
IGES 透明性ホームページ 
https://www.iges.or.jp/en/projects/transparency 

 
 
質問 18 相当調整機能と「非化石価値証書」（今年１１月に創設される「環境価値証書

」も含む）の関係について伺います。地球温暖化対策計画（案）では、「カー
ボンプライシング」には、炭素税などの国内排出量取引だけでなく、非化石価
値取引市場、Ｊ－クレジット制度など⾃主的なものも含むクレジット取引など
、様々な種類の仕組みが存在する、とされております。第６条の相当調整機能
からみる場合には、日本の非化石取引市場の制度全体の⾒直しに期待される、
⼜は留意すべきことについてご意⾒を伺います。 

回答 18 相当調整は、国際的に移転されるクレジットにのみ適用されます。J-クレジット
が国内限定で取引が⾏われる限り、相当調整の対象にはなりません。 

 
質問 19 ITMOs が相当調整に含まれるとなると、結果的には炭素削減という目的からは

遠ざかることにならないでしょうか。 

回答 19 パリ協定第 6 条は、「緩和及び適応に関する⾏動を⼀層、野心的なものにし、
持続可能な開発及び環境⼗全性を促進するための⾃主的な協⼒」です。パリ協
定第 6 条に参加する国は、国内削減をしっかり⾏ったうえで、さらに 6 条にお
いて削減プロジェクトに参加することで世界全体の削減を促進します。 

 
質問 20 6.2 項に参加する国の条件に「最新の GHG インベントリ報告書を提出している

こと」とありますが、non-Annex I 国については「最新」はどのような要求に
なるのでしょうか︖ 

回答 20 6.2 項に参加する国は、6 条の参加要件を満たしているかどうかを初期報告とい
うプロセスで説明することが求められます。その報告内容と様式は、COP26 後
、交渉で議論されることになります。 

5



 

 

 

 

 
質問 21 NDC 以外にも使用されるものというのは、具体的にどのような利用が想定され

るかリストアップしていただけませんでしょうか︖（CORSIA 等） 

回答 21 6 条において、NDC 以外で ITMOs が活用されるものとして、下記の用途が想
定されます。 
 CORSIA（国際⺠間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム） 
 国が NDC 以外の目的のために活用する場合 
 企業が⾃主的に削減目標に活用する場合 

 
質問 22 ⾃主的炭素市場において相当調整が適用された場合、オフセットする⼀企業は

何をしなければならないのでしょうか。 

回答 22 ⾃主的炭素市場で相当調整が適用された場合、クレジットが国境を越えて移転
する場合、参加する企業はプロジェクトが位置する国の政府関係者に移転する
ことを通知するとともに、事前に承認を得る必要があると想定しています。 

 
質問 23 初歩的な質問で申し訳ありませんが、日本では JCM で獲得したクレジットを企

業のクレジットとして活用できないのでしょうか。例えば、NDC として 90％、
残りの 10％をプロジェクトを実施した企業のオフセット等のように活用できる
のでしょうか。 

回答 23 JCM 実施要綱では、JCM のクレジットが以下のような用途に活用できるとされてい
ます。 
 
第 5 条 (JCM クレジットの用途) 
 無効化することによる温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第１条

第４号に基づく調整後温室効果ガス排出量の調整 
 カーボン・オフセット等への活用 
 
日本国 JCM 実施要綱 
https://www.jcmregistry.go.jp/contents/JP/Summary/guidelines.pdf 

 
質問 24 環境省の CP 小委員会の議論を聞いていると、どちらかといえば炭素税を⽀持す

る委員が多かったように感じたのですが、税制改正要望では「⾃主的かつ市場
ベース」ということで、環境省は排出権取引を推進する姿勢になったのでしょ
うか。 

回答 24 税制改正要望で、「炭素税や排出量取引については、負担の在り方にも考慮し
つつ、プライシングと財源効果両⾯で投資の促進につながり、成⻑に資する制
度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進める」とありますので、
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引き続き、両オプションが検討されるものと考えています。 
 
質問 25 JCM は削減量を 2 国間で分け合うと説明されていますが、分け方は 50%ずつな

ど割合が決まっているのでしょうか。 

回答 25 基本的に、JCM に参加する企業がクレジットの配分を決定します。しかし、ク
レジットを発⾏した経験がないパートナー国において、参加企業は初回のクレ
ジット発⾏時に、政府関係者とコミュニケーションをとることが重要です。 

 
質問 26 CA 対象の JCM は日本側の購入者は日本政府・つまり外務省ということでしょ

うか。その場合、⺠間企業が外務省へ JCM を販売するということでしょうか︖ 

回答 26 ⺠間企業が JCM クレジットを外務省へ販売することはありません。JCM では、
クレジットは日本政府・日本企業に配分されます。 

 
質問 27 ボランタリークレジットの相当調整にについて、プロジェクト実施国と調整す

るのは結局政府という理解で良いでしょうか︖（⺠間は政府にクレジット取引
実績を報告するのみ︖） 

回答 27 基本的に相当調整は国が⾏います。 
 
 
質問 28 相当調整のクレジットは国家間交渉にもよるということでしょうか。それは、

二国間協定やマルチでの例えば TPP なども影響していますか。 

回答 28 COP26 で、相当調整のルールが決定される予定です。現在の交渉テキストでは
、国境をこえて取引が⾏われるクレジットは全て相当調整が適用されると解釈
できる内容になっています。 

 
質問 29 他国での森林経営による CO2 削減は評価が困難ということでクレジット化され

ていないと伺っています。今後の COP26 では、どのような取扱いになるのでし
ょうか。 

回答 29 COP26 では、6 条のガイダンスやルールの⼤枠を決定することになります。
COP27 以降、どのようなプロジェクトを具体的に対象とするか議論される⾒込
みです。 

 
 

7



 

 

 

 

質問 30 6.2 に参加した国は、6.4 に参加できないのでしょうか︖ それとも参加国要件
を満たしていれば、どちらも参加可能でしょうか︖ 

回答 30 6.2 項及び 6.4 項で求められる要件をどちらも満たせば参加可能です。 
 
質問 31 ⾃主的炭素市場で企業が使うクレジットに相当調整がかかるかは、COP26 で決

定される予定でしょうか︖ 

回答 31 COP26 において議論されるパリ協定第 6 条 2 項のガイダンスで決定される予定
です。 

 
質問 32 最近取引が進んでいるカーボンニュートラル LNG は、どの分類になるのでしょ

うか︖ 

回答 32 カーボンニュートラル LNG と主張する際に使用されたクレジットは、⾃主的炭
素市場などから発⾏されたクレジットになります。 
 
事例︓カーボンニュートラル LNG ページ 
https://carbon-neutral-lng.jp/cnl-feature/ 
 
カーボンニュートラル LNG は、天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発
⽣する温室効果ガスを、新興国等における環境保全プロジェクトにより創出さ
れた CO2 クレジットで相殺すること（カーボン・オフセット）により、地球規
模では、この天然ガスを使用しても CO2 が発⽣しないとみなされる LNG です。 

 
質問 33 ６条関連で合意できない場合、パリ協定実施においてどのようなマイナスが⽣

じるのでしょうか。 

回答 33 ６条の合意ができない場合、6 条で対象となるクレジットを国の削減目標（目標
達成）に活用できなくなります。また、6 条に参加して、削減プロジェクトに参
加したい企業にとって、その機会が失われます。 

 
質問 34 JCM の場合、相当調整の問題はあるものの、政府をはさまずに企業間で⾏うこ

とは可能か。 

回答 34 JCM は、二国間で政府の協⼒の下で実施されています。二国間で定められたル
ールに従うことが求められます。 
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質問 35 JCM で本邦⺠間企業が獲得したクレジットは、日本の⾃主的炭素市場において
今後どのように活用できるのでしょうか︖J クレジット市場での取引など、想定
されうる活用方法を教えてください。 

回答 35 JCM 実施要綱では、JCM のクレジットが以下のような使途に活用できるとされてい
ます。 
 
第 5 条 (JCM クレジットの用途) 
 無効化することによる温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第１条

第４号に基づく調整後温室効果ガス排出量の調整 
 カーボン・オフセット等への活用 
 
日本国 JCM 実施要綱 
https://www.jcmregistry.go.jp/contents/JP/Summary/guidelines.pdf 

 
質問 36 ⾃主的炭素市場の市場拡⼤と商品の品質確保は⾞の両輪と考えられるので、セ

ットで整備するのが合理的と考えられるところ、市場拡⼤は TSVCM、品質確保
は VCMI と別々に活動する目的は何か︖両者の思いは共通なのか? 

回答 36 TSVCM は市場拡⼤ともに、高品質なクレジットを供給するための基準を検討し
ています。VCMI も高品質なクレジットを目指すともに、クレジットを使用する
側に対しての基準を定めようとしています。品質の高いクレジットを目指すと
いう点で、TSVCM と VCMI のスタンスは共通しているかと思います。 

 
質問 37 技術ベースの Removal のクレジット化可能性について、今後検討されていきま

すでしょうか。 

回答 37 ⾃主的炭素市場において、技術ベースの吸収プロジェクトを通じたクレジット
の創出が検討されています。 

 
質問 38 企業のクレジット活用によるグリーンウォッシュの懸念に対して、CMA はガイ

ドラインの整備を進めているとのことだが、VCMI、TSVCM 等の国際的な制度
設計の枠組みとして、何か整備が⾏われる動きはあるか︖また SBT や RE100
などで何か動きはあるか︖ 

回答 38 VCMI はグリーンウォッシング対策として、例えば、企業がクレジットを使用す
る際に、どのようにそのクレジットを活用したか、また、獲得したクレジット
量の情報開⽰を検討しています。 
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質問 39 CDM クレジットのパリ協定下での使用について、2013 年以降のプロジェクト
（3.4 億トンという規模）は、世界的に各国の賛同が得られる可能性はありそう
でしょうか︖ 

回答 39 基本的に、CDM クレジットをパリ協定へ移管することに反対する国が⼤多数で
す。COP26 で、妥協点を⾒出すために、解決オプションとして提⽰される可能
性がありますが、現状、反対国が多いため、賛同が得られる可能性は低いと考
えています。 

 
質問 40 シンガポールの高品質の取引制度につき、後日ネットで検索するためにももう

少し Key Word をご教授頂けますでしょうか︖ 

回答 40 Climate Impact X のホームページはこちらを参照ください。 
https://www.climateimpactx.com/ 

 
質問 41 クレジットにおける森林由来クレジットは CDP や SBT などで活用できず、活

用方法が他の省エネや再エネとクレジットに⽐べて限られていると感じます。
⼀方海外のボランタリークレジットはネット・ゼロのための吸収源クレジット
として、森林由来クレジットは注目を浴びていると感じています。日本の森林
由来クレジットが普及するためにはどんな仕組み、取組が必要でしょうか。 

回答 41 日本国内で森林クレジットが普及していくためには、日本国内でその需要づく
りが必要になります。カーボンニュ―トラルを宣言した企業がさらにカーボン
ネガティブを目指すことで企業が評価されるようになれば、森林吸収に対する
期待が高まると考えています。 

 
質問 42 VCMI も、COP 後に何らかのレポートを出しますでしょうか。 

回答 42 COP 後に、現在、公開しているコンサルテーションレポートをアップデートし
たものが公開されると思います。 
 
VCMI コンサルテーションレポート 
https://vcmintegrity.org/consultation-hub/ 

 
質問 43 今後カーボンニュートラル/ネガティブが求められる中でクレジットに対する批

判があるとのこと、カーボンクレジットでの排出削減を達成しようとする日本
企業も多いですが、クレジットで相殺しようとするのは⽢い⾒込みとなる可能
性もあるということでしょうか。（JCM など、今後も意義があるのか） 

回答 43 クレジットの活用について意⾒がわかれていますが、国際的な動向として、ネ
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ット・ゼロを目指す上で、クレジット活用ありきで削減をすることに対して、
批判的な意⾒が多くなっています。⼀方で、⻑期的に削減計画をしっかり⽴て
たうえで、オフセットクレジットを活用し、また、二重計上を防止しつつ、環
境⼗全性の高いクレジットを創出することに対して、批判的な意⾒は少ないよ
うに思います。 

 
質問 44 今回の内容よりも初歩的な内容かもしれず恐れ入りますが、教えてください。

クレジットを創出できるのは、発電業界で言うと再エネ設備を導入した再エネ
事業者だけになるのでしょうか︖再エネ設備メーカーや再エネ安定化に使われ
る蓄電システムメーカー、ひいては蓄電システム内で使われる部品のメーカー
は、クレジットを創出できないのでしょうか 

回答 44 基本的に参加企業に制限はありませんが、各クレジット制度の参加要件を満た
す必要があります。 

 
質問 45 企業のクレジット購入のモチベーションとしては、NDC 達成への寄与、規制対

応だけでなく、CN 宣言の企業が増える中で、スコープ 3 までの削減が難しい中
で、最後の除去が難しい炭素を削減するといった位置付けとしてのみか。もし
くは他のモチベーションはあるか（企業戦略、投機等）︖ 

回答 45 カーボンニュートラルを早期に達成した企業が、さらにカーボンネガティブを
目指し、カーボンニュートラル未達の企業と差別化を図ることで、企業価値を
さらに向上させることを検討しているのではないかと思います。 

 
質問 46 TSVCM の提案や CMA の提案は、質の⾯での国際的な基準となっていくと思わ

れますか。 

回答 46 ここ数か月のグリーンウォッシング対策に関する規制や批判が活発化している
ことを踏まえると、TSVCM や CMA のような枠組みは国際的な基準になると考
えています。 

 
質問 47 SBTi でのクレジット活用については未だ議論中（GHG プロトコルの検討次

第）、と認識しておりますが、いかがでしょうか。 

回答 47 SBTi がネット・ゼロスタンダードを準備しており、議論が続いております。 
COP26 前に最終版が発表される予定です。 
 
SBTi Net-Zero Standard 
https://sciencebasedtargets.org/net-zero#pre-launch-public-consultation 
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質問 48 SBTi の Vintage に関わる記載、ここでいうクレジットはボランタリークレジッ
トも対象に含まれるとの理解で宜しいでしょうか︖(そもそも SBTi はボランタ
リークレジットによるオフセットは許容しているのでしょうか︖） 

回答 48 ⾃主的炭素市場のクレジットも含まれます。SBTi では、他者のクレジットを取
得することによる⾃らの削減は、総量削減を求める SBTi 達成のための削減には
使えないという整理となっています。但し、SBTi が要求する以上の削減を実施
し、排出量のゼロを目指す企業がクレジットを使うことは⽀持されています。 

 
質問 49 P30 の GHG 削減を主張する際の基準（案）（VCMI 提案）について、その情報

に対する監視や評価を⾏う中⽴的で第三者的な専門機関は、どこを想定されて
いるのでしょうか。 

回答 49 現時点で、監視を⾏う専門機関について、詳細不明です。 
 
質問 50 先進企業では、森林保全やリジェネラティブは農業から創出されるカーボン・

クレジットが気候変動対策と⽣物多様性とサプライチェーン上流の地域の活性
化に貢献するとして取り組みを進められていますが、このようなクレジットの
認定基準は今後 TSVCM の基準に⼀本化されていくのでしょうか。 

回答 50 現在、森林や農業関係では、様々なイニシアティブが⽴ち上がっています。
TSVCM に⼀本化されることはないかと思いますが、TSVCM で検討した基準が
⼀つのスタンダードになることは想定されます。 

 
質問 51 IGES の皆様はオフセットクレジットに関してどのようにお考えでしょうか︖裏

付けが確かであれば OK でしょうか︖ 

回答 51 最初からクレジットありきで削減対策をとらないことは望ましくないですが、
削減計画と対策をしっかり検討しつつ、削減の進捗に合わせて、クレジットを
創出し、削減目標にクレジットを活用することは必要であると考えています。
また、二重計上を防止し、また、環境⼗全性に配慮したクレジットを活用する
ことにより、温室効果ガス削減量以外の部分にも貢献できると考えています。 

 
質問 52 現在のクレジットの多くが再エネや植林による排出量削減によるものであると

いうデータを⾒たことがあるのですが、今後クレジット拡⼤するにつれて、ど
のような事業がクレジット創出する事業として選ばれるのでしょうか。 

回答 52 ⾃主的炭素市場におけるトレンドを⾒ますと、⾃然由来のプロジェクトや技術
ベースの吸収プロジェクトに注目が集まっています。また、炭素収益がないと
成り⽴たない事業や、また、持続可能な開発目標に貢献する小規模タイプのプ
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ロジェクトに対する関心が高まっています。

質問 53 ⾃主的炭素クレジットは、実際どのように取引されているのでしょうか︖プロ
ジェクトごとに区別して取引され、値段も違うのでしょうか︖ 

回答 53 クレジットは相対取引、入札販売、取引所または仲介業者を介したクレジット
など様々です。プロジェクトの種類によって、価格が異なっています。

質問 54 日本企業が他国で森林管理プロジェクトからボランタリークレジットを発⾏し
て、日本国内の企業へのオフセットに利用した場合、説明のような相当調整は
発⽣するのでしょうか。 

回答 54 COP26 において議論されるパリ協定第 6 条 2 項のガイダンスで決定される予定
です。 

13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




